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第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
大
阪
府
環
境
基
本
条
例
（
平
成
六
年
大

阪
府
条
例
第
五
号
）
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
生
活
環
境
の
保
全

等
に
関
し
、
府
、
事
業
者
及
び
府
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
府
の
施
策
を
定
め
て
こ
れ
を
推
進
し
、
及
び
公
害

の
防
止
の
た
め
の
規
制
を
行
い
、
も
っ
て
府
民
が
健
康
で
豊
か

な
生
活
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

生
活
環
境
の
保
全
等 

公
害
を
防
止
す
る
等
大
気
、
水
、

土
壌
等
を
良
好
な
状
態
に
保
持
す
る
こ
と
に
よ
り
人
の
健
康

の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
こ
と
を
い
う
。 

 

二 

公
害 

事
業
活
動
そ
の
他
の
人
の
活
動
に
伴
っ
て
生
ず
る

大
気
の
汚
染
、
水
質
の
汚
濁
（
水
質
以
外
の
水
の
状
態
又
は

水
底
の
底
質
が
悪
化
す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
土

壌
の
汚
染
、
騒
音
、
振
動
、
地
盤
の
沈
下
（
鉱
物
の
掘
採
の

た
め
の
土
地
の
掘
削
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
及

び
悪
臭
に
よ
っ
て
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
（
人
の
生
活

に
密
接
な
関
係
の
あ
る
財
産
並
び
に
人
の
生
活
に
密
接
な
関

係
の
あ
る
動
植
物
及
び
そ
の
生
育
環
境
を
含
む
。
以
下
同

じ
。）
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を
い
う
。 

 

三 

廃
棄
物 

ご
み
、
粗
大
ご
み
、
燃
え
が
ら
、
汚
泥
、
ふ
ん

尿
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
動
物
の
死
体
そ
の
他
の

汚
物
又
は
不
要
物
で
あ
っ
て
、
固
形
状
又
は
液
状
の
も
の
（
放

射
性
物
質
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
除
く
。）
を

い
う
。 

 

四 

環
境
へ
の
負
荷 

大
阪
府
環
境
基
本
条
例
第
二
条
第
一
号

に
規
定
す
る
環
境
へ
の
負
荷
を
い
う
。 

（
府
の
責
務
） 

第
三
条 

府
は
、
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、

及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

２ 

府
は
、
前
項
の
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
広

域
的
な
観
点
か
ら
、
大
気
、
水
質
の
保
全
等
を
図
る
た
め
、
国

及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の
連
絡
調
整
を
緊
密
に
行
う
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

府
は
、
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
上

で
市
町
村
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
市
町
村
が
生
活

環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
施
策
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
、
技
術
的
助
言
そ
の
他
支
援
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
市
町
村
の
責
務
） 

第
四
条 

削
除 

（
事
業
者
の
責
務
） 

第
五
条 

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
ず
る
ば
い
煙
、

汚
水
、
廃
棄
物
等
の
処
理
そ
の
他
の
公
害
を
防
止
す
る
た
め
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
責
務
を
有
す
る
。 

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例 

 
 
 

第
一
章 

総
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
大
阪
府
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
六
年
大
阪
府
条
例
第
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

    

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
の
用
語
の
意
義
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。 

                           

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
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２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動

に
関
し
、
生
活
環
境
の
保
全
等
に
自
ら
努
め
る
と
と
も
に
、
府

又
は
市
町
村
が
実
施
す
る
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
施
策

に
協
力
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
府
民
の
責
務
） 

第
六
条 

府
民
は
、
そ
の
日
常
生
活
に
伴
う
環
境
へ
の
負
荷
の
低

減
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
府
民
は
、
生
活
環
境
の
保
全

等
に
自
ら
努
め
る
と
と
も
に
、
府
又
は
市
町
村
が
実
施
す
る
生

活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
責
務
を
有
す

る
。   

第
二
章 

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
施
策 

（
規
制
の
措
置
） 

第
七
条 

府
は
、
公
害
の
防
止
に
関
す
る
必
要
な
規
制
の
措
置
を 

講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
自
動
車
公
害
防
止
対
策
の
推
進
） 

第
八
条 

府
は
、
市
町
村
、
事
業
者
、
府
民
及
び
関
係
機
関
と
連

携
し
て
、
公
害
の
発
生
が
よ
り
少
な
い
自
動
車
へ
の
転
換
の
促

進
、
自
動
車
の
使
用
の
合
理
化
の
促
進
、
道
路
環
境
の
改
善
そ

の
他
の
自
動
車
の
使
用
に
伴
う
公
害
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

を
総
合
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。 

第
九
条 

削
除 

（
大
気
保
全
対
策
の
推
進
等
） 

第
十
条 

府
は
、
事
業
者
又
は
府
民
が
、
そ
の
事
業
活
動
又
は
日

常
生
活
に
お
い
て
、
大
気
の
保
全
に
資
す
る
よ
う
自
ら
廃
熱
を

有
効
に
利
用
し
、
又
は
未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
す
る
こ
と

を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
大
気
中
で
発
生
す
る
大
気
汚
染
物
質
に

つ
い
て
、
発
生
の
原
因
と
な
る
物
質
に
関
す
る
調
査
研
究
を
推
進

し
、
及
び
大
気
中
の
濃
度
を
把
握
し
、
そ
の
結
果
等
の
情
報
の
提
供

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
水
質
保
全
対
策
の
推
進
） 

第
十
一
条 

府
は
、
河
川
等
の
浄
化
機
能
の
維
持
及
び
向
上
、
地

域
の
特
性
に
応
じ
た
地
下
水
の
涵
養
に
よ
る
水
の
循
環
の
改
善

そ
の
他
の
河
川
等
の
水
質
を
保
全
す
る
た
め
の
対
策
を
総
合
的

に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
監
視
、
測
定
等
の
体
制
の
整
備
） 

第
十
二
条 

府
は
、
生
活
環
境
の
状
況
を
把
握
し
、
及
び
生
活
環

境
の
保
全
等
に
関
す
る
施
策
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要

な
監
視
、
測
定
、
試
験
及
び
検
査
の
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。 

（
施
設
の
整
備
等
の
推
進
） 

第
十
三
条 

府
は
、
緩
衝
地
帯
の
設
置
、
汚
泥
の
し
ゅ
ん
せ
つ
そ

の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
等
の
た
め
に
必
要
な
事
業
及
び
下
水

道
、
廃
棄
物
の
公
共
的
な
処
理
施
設
そ
の
他
生
活
環
境
の
保
全

等
に
資
す
る
公
共
施
設
の
整
備
の
事
業
を
推
進
す
る
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
公
害
に
係
る
苦
情
の
処
理
） 

第
十
四
条 

知
事
は
、
公
害
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
の
体
制
を
整

備
し
、
及
び
市
町
村
長
そ
の
他
の
行
政
機
関
と
協
力
し
て
、
公

害
に
関
す
る
苦
情
の
適
切
な
処
理
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例 

                               

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
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（
公
害
に
係
る
健
康
被
害
の
救
済
等
） 

第
十
五
条 

知
事
は
、
公
害
に
係
る
健
康
被
害
に
関
す
る
救
済
制

度
等
の
円
滑
な
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
公
害
が
府
民
の
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
調

査
す
る
と
と
も
に
、
公
害
に
係
る
健
康
被
害
に
関
す
る
科
学
的

な
知
見
の
集
積
に
努
め
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
中
小
企
業
者
に
対
す
る
助
成
） 

第
十
六
条 

知
事
は
、
中
小
企
業
者
が
行
う
公
害
の
防
止
の
た
め

の
施
設
の
整
備
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
資
金
の
あ
っ
せ
ん
、
技

術
的
な
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
小
規
模
企
業
者
に

対
し
、
特
別
の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

第
三
章 

大
気
の
保
全
に
関
す
る
規
制
等 

（
略
） 

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例 

 
 
 

 
               

第
二
章 

大
気
の
保
全
に
関
す
る
規
制
等 

 
 
 
 
 

 
 

（
略
） 

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 
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第
四
章 

水
質
の
保
全
に
関
す
る
規
制
等 

 
 
 
 

第
一
節 

排
出
水
の
排
出
の
規
制
等 

（
用
語
） 

第
四
十
九
条 

こ
の
節
に
お
い
て
「
公
共
用
水
域
」
と
は
、
水
質

汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
用
水
域
を
い
う
。 

２ 

こ
の
節
に
お
い
て
「
届
出
施
設
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
の
要
件
を
備
え
る
汚
水
又
は
廃
液
を
排
出
す
る
施
設
で
規

則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

 

一 

カ
ド
ミ
ウ
ム
そ
の
他
の
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
物
質
と
し
て
規
則
で
定
め
る
物
質
を
含
む
こ

と
。 

 

二 

化
学
的
酸
素
要
求
量
そ
の
他
の
水
の
汚
染
状
態
（
熱
に
よ

る
も
の
を
含
み
、
前
号
に
規
定
す
る
物
質
に
よ
る
も
の
を
除

く
。）
を
示
す
項
目
と
し
て
規
則
で
定
め
る
項
目
に
関
し
、
生

活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
程
度
の
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

３ 

こ
の
節
に
お
い
て
「
排
出
水
」
と
は
、
届
出
施
設
を
設
置
す

る
工
場
又
は
事
業
場
（
以
下
「
届
出
事
業
場
」
と
い
う
。）
か
ら

公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
水
を
い
う
。 

４ 

こ
の
節
に
お
い
て
「
特
定
事
業
場
排
出
水
」
と
は
、
水
質
汚

濁
防
止
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
場
（
以
下
「
特

定
事
業
場
」
と
い
う
。）
か
ら
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
水
を

い
う
。 

５ 

こ
の
節
に
お
い
て
「
汚
水
等
」
と
は
、
届
出
施
設
か
ら
排
出

さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
を
い
う
。 

（
排
水
基
準
） 

第
五
十
条 

排
出
水
に
係
る
排
水
基
準
は
、
排
出
水
の
汚
染
状
態

（
熱
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
、
規
則
で

定
め
る
。 

２ 

前
項
の
排
水
基
準
は
、
前
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
物

質
（
以
下
こ
の
節
及
び
次
章
に
お
い
て
「
有
害
物
質
」
と
い
う
。）

に
よ
る
汚
染
状
態
に
あ
っ
て
は
、
排
出
水
に
含
ま
れ
る
有
害
物

質
の
量
に
つ
い
て
、
有
害
物
質
の
種
類
ご
と
に
定
め
る
許
容
限

度
と
し
、
そ
の
他
の
汚
染
状
態
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
二
号
に

規
定
す
る
項
目
に
つ
い
て
、
項
目
ご
と
に
定
め
る
許
容
限
度
と

す
る
。 

第
五
十
一
条 

特
定
事
業
場
排
出
水
に
係
る
排
水
基
準
は
、
特
定

事
業
場
排
出
水
の
汚
染
状
態
（
水
質
汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
項
目
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
水
の
汚
染
状

態
以
外
の
水
の
汚
染
状
態
（
有
害
物
質
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
。 

２ 

前
項
の
排
水
基
準
は
、
第
四
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定

す
る
項
目
に
つ
い
て
、
項
目
ご
と
に
定
め
る
許
容
限
度
と
す
る
。 

 

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例 

 
 
 

第
三
章 

水
質
の
保
全
に
関
す
る
規
制
等 

     

（
届
出
施
設
） 

第
二
十
四
条 

条
例
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
施
設

は
、
別
表
第
十
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。 

（
カ
ド
ミ
ウ
ム
等
の
物
質
） 

第
二
十
五
条 

条
例
第
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め

る
物
質
は
、
別
表
第
十
一
に
掲
げ
る
物
質
と
す
る
。 

（
水
素
イ
オ
ン
濃
度
等
の
項
目
） 

第
二
十
六
条 

条
例
第
四
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め

る
項
目
は
、
別
表
第
十
二
に
掲
げ
る
項
目
と
す
る
。 

           

（
排
水
基
準
） 

第
二
十
七
条 

条
例
第
五
十
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
排
水
基

準
は
、
別
表
第
十
三
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

        

（
特
定
事
業
場
排
水
基
準
） 

第
二
十
八
条 

条
例
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
排
水

基
準
は
、
別
表
第
十
四
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

  

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 
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（
届
出
施
設
の
設
置
の
届
出
） 

第
五
十
二
条 
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
公
共
用
水
域
に
水
を
排
出

す
る
者
は
、
届
出
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
代
表
者
の
氏
名 

 

二 

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

三 

届
出
施
設
の
種
類 

 

四 

届
出
施
設
の
構
造 

 

五 

届
出
施
設
の
使
用
の
方
法 

 

六 

汚
水
等
の
処
理
の
方
法 

 

七 

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量 

 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項 

 

（
経
過
措
置
） 

第
五
十
三
条 

一
の
施
設
が
届
出
施
設
と
な
っ
た
際
現
に
そ
の
施

設
を
設
置
し
て
い
る
者
（
設
置
の
工
事
を
し
て
い
る
者
を
含

む
。）
で
排
出
水
を
排
出
す
る
も
の
は
、
当
該
施
設
が
届
出
施
設

と
な
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
届
出
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
届
出
） 

第
五
十
四
条 

第
五
十
二
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

た
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
第
五
十
二
条
第
四
号
か
ら
第
八
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
計
画
変
更
命
令
等
） 

第
五
十
五
条 

知
事
は
、
第
五
十
二
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る

届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
排
出
水
の
汚
染
状
態
が
当
該

届
出
事
業
場
の
排
水
口
（
排
出
水
を
排
出
す
る
場
所
を
い
う
。

第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
六
十
三
条

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
お
い
て
そ
の
排
出
水
に
係
る
排
水

基
準
（
第
五
十
条
第
一
項
の
排
出
水
に
係
る
排
水
基
準
を
い
う
。

以
下
「
排
水
基
準
」
と
い
う
。）
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
限
り
、
そ

の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
届
出
に
係
る
届
出
施
設
の
構

造
若
し
く
は
使
用
の
方
法
若
し
く
は
汚
水
等
の
処
理
の
方
法
に

関
す
る
計
画
の
変
更
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
計
画

の
廃
止
を
含
む
。）
又
は
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係

る
届
出
施
設
の
設
置
に
関
す
る
計
画
の
廃
止
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
実
施
の
制
限
） 

第
五
十
六
条 

第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
又
は

第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
そ
の
届
出
が

受
理
さ
れ
た
日
か
ら
六
十
日
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
、
そ
の
届
出
に
係
る
届
出
施
設
を
設
置
し
、
又
は
そ
の

届
出
に
係
る
届
出
施
設
の
構
造
若
し
く
は
使
用
の
方
法
若
し
く

は
汚
水
等
の
処
理
の
方
法
の
変
更
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
第
五
十
二
条
又
は
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
に
係
る
事
項
の
内
容
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前

項
に
規
定
す
る
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例 

（
届
出
施
設
の
設
置
の
届
出
） 

第
二
十
九
条 

条
例
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
届
出

施
設
設
置
届
出
書
（
様
式
第
九
号
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

         

２ 

条
例
第
五
十
二
条
第
八
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
排
出

水
に
係
る
用
水
及
び
排
水
の
系
統
と
す
る
。 

（
経
過
措
置
に
伴
う
届
出
） 

第
三
十
条 

条
例
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
届
出
施

設
使
用
届
出
書
（
様
式
第
十
号
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

   

（
届
出
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
届
出
） 

第
三
十
一
条 

条
例
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
届
出

施
設
構
造
等
変
更
届
出
書
（
様
式
第
十
一
号
）
を
提
出
し
て
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 
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（
氏
名
の
変
更
等
の
届
出
） 

第
五
十
七
条 
第
五
十
二
条
又
は
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
た
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
第
五
十
二
条
第
一
号
若
し

く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
そ
の

届
出
に
係
る
届
出
施
設
の
使
用
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
日

か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
承
継
） 

第
五
十
八
条 

第
五
十
二
条
又
は
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
た
者
か
ら
そ
の
届
出
に
係
る
届
出
施
設
を
譲
り
受
け
、

又
は
借
り
受
け
た
者
は
、
当
該
届
出
施
設
に
係
る
当
該
届
出
を

し
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。 

２ 

第
五
十
二
条
又
は
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た

者
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
又
は
分
割
（
そ
の
届
出
に
係
る
届
出

施
設
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
相
続

人
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
し
た

法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
届
出
施
設
を
承
継
し
た
法
人
は
、

当
該
届
出
を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
二
条
又
は
第
五
十
三
条
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
そ
の
承

継
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
排
出
水
の
排
出
の
制
限
） 

第
五
十
九
条 

排
出
水
を
排
出
す
る
者
は
、
そ
の
汚
染
状
態
が
当

該
届
出
事
業
場
の
排
水
口
に
お
い
て
排
水
基
準
に
適
合
し
な
い

排
出
水
を
排
出
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
一
の
施
設
が
届
出
施
設
と
な
っ
た
際
現
に

そ
の
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
（
設
置
の
工
事
を
し
て
い
る
者

を
含
む
。）
の
当
該
施
設
を
設
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
場
か

ら
排
出
さ
れ
る
水
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
が
届
出
施
設
と
な

っ
た
日
か
ら
六
月
間
（
当
該
施
設
が
規
則
で
定
め
る
施
設
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
規
則
で
定
め
る
期
間
）
は
、
適
用
し
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
が
届
出
施
設
と
な
っ
た
際
既
に
当
該

工
場
又
は
事
業
場
が
届
出
事
業
場
で
あ
る
と
き
及
び
そ
の
者
に

適
用
さ
れ
て
い
る
市
町
村
の
条
例
の
規
定
で
前
項
の
規
定
に
相

当
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
（
当
該
規
定
の
違
反
行
為
に
対
す
る

処
罰
規
定
が
な
い
と
き
を
除
く
。）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
六
十
条 

特
定
事
業
場
排
出
水
を
排
出
す
る
者
は
、
そ
の
汚
染

状
態
が
当
該
特
定
事
業
場
の
排
水
口
（
特
定
事
業
場
排
出
水
を

排
出
す
る
場
所
を
い
う
。
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
お
い
て
そ
の
特
定
事
業
場
排
出
水
に
係
る
排
水
基
準

（
第
五
十
一
条
第
一
項
の
特
定
事
業
場
排
出
水
に
係
る
排
水
基

準
を
い
う
。
以
下
「
特
定
事
業
場
排
水
基
準
」
と
い
う
。）
に
適

合
し
な
い
特
定
事
業
場
排
出
水
を
排
出
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
一
の
施
設
が
水
質
汚
濁
防
止
法
第
二
条
第

六
項
の
特
定
施
設
（
以
下
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。）
と
な
っ
た

際
現
に
そ
の
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
（
設
置
の
工
事
を
し
て

い
る
者
を
含
む
。）
の
当
該
施
設
を
設
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事

業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
が
特
定
施

設
と
な
っ
た
日
か
ら
六
月
間
（
当
該
施
設
が
規
則
で
定
め
る
施

設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
規
則
で
定
め
る
期
間
）
は
、
適

用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
が
特
定
施
設
と
な
っ
た
際
既

に
当
該
工
場
又
は
事
業
場
が
特
定
事
業
場
又
は
届
出
事
業
場
で

あ
る
と
き
及
び
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
て
い
る
市
町
村
の
条
例
の 

 

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例 

（
氏
名
の
変
更
等
の
届
出
） 

第
三
十
二
条 

条
例
第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書

類
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

条
例
第
五
十
二
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を

変
更
し
た
場
合 

氏
名
等
変
更
届
出
書
（
様
式
第
十
二
号
） 

 

二 

届
出
施
設
の
使
用
を
廃
止
し
た
場
合 

届
出
施
設
使
用
廃

止
届
出
書
（
様
式
第
十
三
号
） 

           

（
承
継
の
届
出
） 

第
三
十
三
条 
条
例
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
承
継
届
出
書
（
様
式
第
十
四
号
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

（
条
例
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
施
設
等
） 

第
三
十
四
条 

条
例
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
施
設

及
び
期
間
は
、
別
表
第
十
五
に
掲
げ
る
施
設
及
び
期
間
と
す
る
。 

   

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 
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規
定
で
前
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
（
当
該
規

定
の
違
反
行
為
に
対
す
る
処
罰
規
定
が
な
い
と
き
を
除
く
。
）

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
改
善
命
令
等
） 

第
六
十
一
条 

知
事
は
、
排
出
水
を
排
出
す
る
者
が
、
そ
の
汚
染

状
態
が
当
該
届
出
事
業
場
の
排
水
口
に
お
い
て
排
水
基
準
に
適

合
し
な
い
排
出
水
を
排
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
届
出
施
設
の
構
造
若
し

く
は
使
用
の
方
法
若
し
く
は
汚
水
等
の
処
理
の
方
法
の
改
善
を

命
じ
、
又
は
届
出
施
設
の
使
用
若
し
く
は
排
出
水
の
排
出
の
一

時
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
六
十
二
条 

知
事
は
、
特
定
事
業
場
排
出
水
を
排
出
す
る
者
が
、

そ
の
汚
染
状
態
が
当
該
特
定
事
業
場
の
排
水
口
に
お
い
て
特
定

事
業
場
排
水
基
準
に
適
合
し
な
い
特
定
事
業
場
排
出
水
を
排
出

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期

限
を
定
め
て
特
定
施
設
の
構
造
若
し
く
は
使
用
の
方
法
若
し
く

は
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
の
方
法

の
改
善
を
命
じ
、
又
は
特
定
施
設
の
使
用
若
し
く
は
特
定
事
業

場
排
出
水
の
排
出
の
一
時
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に

つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
排
出
水
の
汚
染
状
態
の
測
定
等
） 

第
六
十
三
条 

排
出
水
又
は
特
定
事
業
場
排
出
水
を
排
出
す
る
者

は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
排
出
水
又
は
特
定

事
業
場
排
出
水
の
汚
染
状
態
を
測
定
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、

こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

     

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例 

                       

（
排
出
水
の
汚
染
状
態
の
測
定
等
） 

第
三
十
五
条 

条
例
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
排
出
水

又
は
特
定
事
業
場
排
出
水
の
汚
染
状
態
の
測
定
は
、
届
出
事
業

場
に
あ
っ
て
は
当
該
届
出
事
業
場
の
排
出
水
に
係
る
排
水
基
準

に
定
め
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
様
式
第
九
号
に
よ
り
届
け
出
た

も
の
に
つ
い
て
は
一
年
に
一
回
以
上
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い

て
は
必
要
に
応
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
特
定
事
業
場
に
あ
っ
て

は
当
該
特
定
事
業
場
の
特
定
事
業
場
排
出
水
に
係
る
特
定
事
業

場
排
水
基
準
に
定
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
必
要
に
応
じ
て

行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
測
定
は
、
排
水
基
準
の
検
定
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。 

３ 

測
定
の
た
め
の
試
料
は
、
測
定
し
よ
う
と
す
る
排
出
水
の
汚

染
状
態
が
最
も
悪
い
と
推
定
さ
れ
る
時
期
及
び
時
刻
に
採
取
す

る
も
の
と
す
る
。 

４ 

条
例
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
の
記

録
は
、
水
質
測
定
記
録
表
（
様
式
第
十
五
号
）
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
計
量
法
第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者

か
ら
様
式
第
十
五
号
の
採
水
者
、
分
析
者
及
び
測
定
項
目
の
欄

に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
証
明
す
る
旨
を
記
載
し
た
同
法

第
百
十
条
の
二
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
百

七
条
た
だ
し
書
に
定
め
る
者
か
ら
当
該
証
明
書
に
相
当
す
る
書

面
の
交
付
を
受
け
た
場
合
を
含
む
。
）
に
は
、
当
該
事
項
の
水
質

測
定
記
録
表
へ
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

前
項
の
測
定
の
結
果
の
記
録
は
、
当
該
測
定
に
伴
い
作
成
し

た
チ
ャ
ー
ト
そ
の
他
の
資
料
又
は
前
項
た
だ
し
書
に
定
め
る
証

明
書
（
計
量
法
第
百
七
条
た
だ
し
書
に
定
め
る
者
か
ら
交
付
を

受
け
た
当
該
証
明
書
に
相
当
す
る
書
面
を
含
む
。）
と
と
も
に
、

三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 
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２ 

排
出
水
を
排
出
す
る
者
は
、
当
該
公
共
用
水
域
の
水
質
の
汚

濁
の
状
況
を
考
慮
し
て
、
当
該
届
出
事
業
場
の
排
水
口
の
位
置

そ
の
他
の
排
出
水
の
排
出
の
方
法
を
適
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
事
故
時
の
措
置
） 

第
六
十
四
条 

届
出
事
業
場
又
は
特
定
事
業
場
の
設
置
者
は
、
当

該
届
出
事
業
場
又
は
特
定
事
業
場
に
お
い
て
、
届
出
施
設
又
は

特
定
施
設
の
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
、
汚
水
又
は
廃
液

が
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
人
の
健
康
又
は
生

活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち

に
、
引
き
続
く
当
該
汚
水
又
は
廃
液
の
排
出
の
防
止
の
た
め
の

応
急
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
そ
の
事
故
の
状

況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概
要
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
水
質
汚
濁
防
止
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
又

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
届
出
事
業
場
又
は
特
定
事
業
場
の
設
置
者
が
前
項

本
文
の
応
急
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ

の
者
に
対
し
、
そ
の
応
急
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。 

（
汚
濁
負
荷
量
の
総
量
の
削
減
指
導
等
） 

第
六
十
五
条 

知
事
は
、
公
共
用
水
域
の
水
質
の
汚
濁
に
よ
る
生

活
環
境
に
係
る
被
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
第
四
十
九
条

第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
項
目
の
う
ち
公
共
用
水
域
に
排
出

さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量
の
総
量
を
削
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
項
目
に
つ
い
て
、
そ
の
項
目
で
表
示
し
た
汚
濁
負
荷
量
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
汚
濁
負
荷
量
」
と
い
う
。）
の
総
量
を
削

減
す
る
た
め
の
指
導
の
方
針
を
定
め
、
こ
の
方
針
に
基
づ
き
、

公
共
用
水
域
に
汚
水
、
廃
液
そ
の
他
汚
濁
負
荷
量
の
増
加
の
原

因
と
な
る
物
を
排
出
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
又
は
助
言

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
指
導
又
は
助
言
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
活
動
に
伴
っ
て
前
項
の
汚
濁
負
荷
量

の
増
加
の
原
因
と
な
る
物
を
公
共
用
水
域
に
排
出
す
る
者
に
対

し
、
そ
の
処
理
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
報
告
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
節 

生
活
排
水
対
策
の
推
進 

第
六
十
六
条 

府
は
、
生
活
排
水
（
炊
事
、
洗
濯
、
入
浴
等
人
の

生
活
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
水
を
い
う
。）
の
排
出
に
よ
る
公
共
用

水
域
（
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
用
水
域
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
の
水
質
の
汚
濁
の
防
止
を
図
る
た
め
の
必
要
な
対

策
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
生
活
排
水
対
策
」
と
い
う
。）
に

関
す
る
知
識
の
普
及
、
生
活
排
水
対
策
に
係
る
広
域
に
わ
た
る

施
策
の
実
施
及
び
市
町
村
が
行
う
生
活
排
水
対
策
に
係
る
施
策

の
総
合
調
整
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

府
民
は
、
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
を
図
る
た
め
、
調
理

く
ず
、
廃
食
用
油
等
の
処
理
、
洗
剤
の
使
用
等
を
適
正
に
行
う

よ
う
心
が
け
る
と
と
も
に
、
府
又
は
市
町
村
に
よ
る
生
活
排
水

対
策
の
実
施
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例 

   

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 
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第
三
節 

水
質
の
汚
濁
の
状
況
の
監
視
等 

（
常
時
監
視
等
） 

第
六
十
七
条 

知
事
は
、
公
共
用
水
域
の
水
質
の
汚
濁
の
状
況
を

常
時
監
視
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
常
時
監
視
の
結
果
明
ら
か
に

な
っ
た
公
共
用
水
域
の
水
質
の
汚
濁
の
状
況
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。 

（
緊
急
時
の
措
置
） 

第
六
十
八
条 

知
事
は
、
公
共
用
水
域
の
一
部
の
区
域
に
つ
い
て
、

異
常
な
渇
水
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
公
共
用
水
域

の
水
質
の
汚
濁
が
著
し
く
な
り
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に

係
る
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
で
定
め

る
場
合
に
該
当
す
る
事
態
が
発
生
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
態
を

一
般
に
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
事
態
が
発
生
し
た
当
該
一
部
の
区
域
に
排
出
水
（
第

四
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
排
出
水
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
排
出
す
る
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、
排
出
水
の
量
の
減

少
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。 

            
 
 

第
五
章 

地
盤
環
境
の
保
全
に
関
す
る
規
制
等 

 
 
 
 

第
一
節 

地
盤
の
沈
下
の
防
止
に
関
す
る
規
制 

（
略
） 

 
 
 
 

第
二
節 

地
下
水
等
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
規
制
等 

（
用
語
） 

第
七
十
七
条 

こ
の
節
に
お
い
て
「
地
下
浸
透
水
」
と
は
、
届
出

事
業
場
か
ら
地
下
に
浸
透
す
る
水
で
汚
水
等
（
第
四
十
九
条
第

五
項
に
規
定
す
る
汚
水
等
を
い
い
、
こ
れ
を
処
理
し
た
も
の
を

含
む
。
第
七
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
含
む
も
の
を

い
う
。 

（
有
害
物
質
を
含
む
地
下
浸
透
水
の
浸
透
の
禁
止
） 

第
七
十
八
条 

届
出
事
業
場
か
ら
水
を
排
出
す
る
者
（
地
下
浸
透

水
を
浸
透
さ
せ
る
者
を
含
む
。）
は
、
地
下
水
及
び
土
壌
の
汚
染

を
防
止
す
る
た
め
、
有
害
物
質
を
含
む
も
の
と
し
て
規
則
で
定

め
る
要
件
に
該
当
す
る
地
下
浸
透
水
を
浸
透
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。 

（
改
善
命
令
等
） 

第
七
十
九
条 

知
事
は
、
前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
前
条
の
規
則

で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
地
下
浸
透
水
を
浸
透
さ
せ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め

て
届
出
施
設
（
第
四
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
施
設
を

い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）
の
構
造
若
し
く
は
使
用

の
方
法
若
し
く
は
第
四
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
汚
水
等
の

処
理
の
方
法
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
届
出
施
設
の
使
用
若
し
く

は
地
下
浸
透
水
の
浸
透
の
一
時
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。 

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例 

       

（
緊
急
時
の
措
置
） 

第
三
十
六
条 

条
例
第
六
十
八
条
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
水

質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）

第
六
条
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
と
る
べ
き
措
置

の
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。 

     

（
受
理
書
） 

第
三
十
七
条 
知
事
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条

の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
受
理
書
（
汚
水
等
）（
様
式
第
十

六
号
）
を
当
該
届
出
を
し
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
十
八
条 

削
除 

（
書
類
の
提
出
部
数
） 

第
三
十
九
条 

第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
の
規
定
に
よ

り
提
出
す
る
書
類
の
部
数
は
、
正
本
一
部
及
び
写
し
二
部
と
す

る
。 

   
 
 

第
四
章 

地
盤
環
境
の
保
全
に
関
す
る
規
制
等 

 
 
 
 
 

 
 

（
略
） 

        

（
有
害
物
質
を
含
む
も
の
と
し
て
の
要
件
） 

第
四
十
八
条 

条
例
第
七
十
八
条
の
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
有

害
物
質
の
種
類
ご
と
に
知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
有
害

物
質
に
よ
る
地
下
浸
透
水
の
汚
染
状
態
を
検
定
し
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
有
害
物
質
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
と
す
る 

  

（
略
） 生

活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 
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２ 

前
項
の
規
定
は
、
一
の
施
設
が
届
出
施
設
と
な
っ
た
際
現
に

そ
の
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
（
設
置
の
工
事
を
し
て
い
る
者

を
含
む
。）
の
当
該
施
設
を
設
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
場
か

ら
地
下
に
浸
透
す
る
水
で
当
該
施
設
に
係
る
汚
水
等
を
含
む
も

の
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
が
届
出
施
設
と
な
っ
た
日
か
ら
六

月
間
（
当
該
施
設
が
規
則
で
定
め
る
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
規
則
で
定
め
る
期
間
）
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
施
設
が
届
出
施
設
と
な
っ
た
際
既
に
そ
の
水
が
地
下
浸
透

水
で
あ
る
と
き
及
び
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
て
い
る
市
町
村
の
条

例
で
そ
の
水
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る

と
き
（
当
該
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
す
る
行
為
に
対
す
る
処

罰
規
定
が
な
い
と
き
を
除
く
。）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
事
故
時
の
措
置
） 

第
八
十
条 

届
出
事
業
場
の
設
置
者
は
、
当
該
届
出
事
業
場
に
お

い
て
、
届
出
施
設
の
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
、
有
害
物

質
を
含
む
水
が
当
該
届
出
事
業
場
か
ら
地
下
に
浸
透
し
た
こ
と

に
よ
り
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
引
き
続
く
有
害
物
質
を
含
む
水

の
浸
透
の
防
止
の
た
め
の
応
急
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、

速
や
か
に
そ
の
事
故
の
状
況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概
要
を
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
届
出
事
業
場
の
設
置
者
が
前
項
の
応
急
の
措
置
を

講
じ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
同
項
の

応
急
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
常
時
監
視
等
） 

第
八
十
一
条 

知
事
は
、
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
の
状
況
を
常
時

監
視
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
常
時
監
視
の
結
果
明
ら
か
に

な
っ
た
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
の
状
況
を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。 

  

（
略
） 

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例 

 

生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 
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